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国際法における武器対等の原則

竹　　村　　仁　　美

１．はじめに

今日、国際人権法上、「武器対等（equality of arms; égalité des armes）

の原則」は裁判所・法廷の前の平等（市民的および政治的権利に関する国際規

約第14条）に含まれるものと理解される(1)。「武器対等の原則」を含む「公正

な裁判を受ける権利」を定めた市民的および政治的権利に関する国際規約（以

下、自由権規約）第14条は、国家の法的伝統や国内法の違いを超えて尊重され

るべき保障を謳うものである(2)。ヨーロッパ人権委員会は、1963年に、武器対

等の原則が被告人と検察官との手続的平等を意味し、公平な裁判（fair trial）

の核心部分であると指摘している(3)。したがって、｢武器対等の原則｣が国内

的司法手続において守られるべきものであることはもちろんであり、「武器対

等の原則」は国際人権法上の確立した原則と解される(4)。

ただし、武器対等の概念が、裁判所の前の平等の規定から導かれるといって

も、武器対等の原則は当事者への人種、性別、民族、宗教、政治的信条などに

基づく差別の禁止を意味するわけではない(5)。武器対等の原則の定義及び内容

は、上述のとおり、同原則が公正な裁判を受ける権利に密接に関係し、当事者

間の公平を要請するものであることは明白でありながらも、ヨーロッパ人権裁

判所の判例の和訳を除いて、日本語では特に明解な注釈を与えられていないの

が現状といえる(6)。したがって、本稿の目的のひとつは武器対等の原則の内容

を明確化することにあるといえる。

武器対等の原則は、公平な裁判の保障の原則（the principle of fair trials）
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の一環であり、公平な裁判についての権利に武器対等の原則が内包される。日

本国憲法の解釈に当たっても、武器対等の原則は明示的には含まれていないに

せよ、憲法第82条が双方審理主義すなわち対審を定める以上、適正な裁判を受

ける権利（憲法第32条）と法の名の下における平等および個人の尊重（憲法第

13条、第14条）の訴訟上の発現であると理解することができる(7)。

国際連合の規約人権委員会は、国内司法手続における「武器対等の原則」

を、刑事手続にも民事手続にも妥当する当事者間の平等原則であると位置づけ

る(8)。武器対等の原則というと、被告人と検察の攻防による訴訟の進行を予定

する対審主義・当事者主義・弾劾主義の妥当する刑事裁判において、一層の重

要性があるとも考えられる。しかし、今日、武器対等の原則は、当事者間の実

質的な平等の達成という目的の下、民事訴訟法においても重要性が確認されて

いる(9)。

こうして、武器対等の原則は国連規約人権委員会によって裁判所・法廷の前

の平等という国際的人権の内包する原則として認識されているので、特定の法

体系に限定される法原則とはもはや考えられないであろう。ただし、現代の英

米法（コモンロー）体系の国、特にアメリカでは知られていない原則である、

との指摘もある(10)。しかし、逆に同原則が、民事訴訟と刑事訴訟の枠を超えて、

国際的破産訴訟においても適用されることが債権者及びその代理人にとって重

要である、とヨーロッパ司法裁判所が判断を下したところをみると、この原則

の適用範囲は地理的にも事項的にも拡大傾向にある(11)。

武器対等の原則は、国内の裁判所においてのみならず、今日、国際的な裁判

手続の基本原則としても援用・確認されている。たとえば、国際刑事裁判所は

武器対等の原則の定義として、ヨーロッパ人権裁判所の判決を引用する(12)。

冷戦後の国際的な刑事法廷の設立に見るように、今日では、国際紛争処理の

場が多数存在する。このような国際紛争処理機関の増加傾向は、国際法の断片

化（fragmentation）を引き起こすと言われる。こうした傾向を背景に、本稿

は果たして「武器対等（武器平等）原則」が、国際的な法廷の性質によってそ
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の原則の内容を異にするのか、という問題について、現代の国際刑事法廷、国

際司法裁判所、イラン・アメリカ請求権裁判所において武器対等の原則はどの

ように解釈されているのかを明らかにすることを通じて、論述するものであ

る。武器対等の原則が各国際組織でどのように解釈されているのかを検討する

に当たって、国際法における「平等・対等equality」とは何か、という平等

及び対等の概念を明らかにしていくことが必要であろう。また、各国際組織に

よって当事者の概念、すなわち人的管轄の概念が異なることに特に注意せねば

ならない。つまり、国際刑事法廷、国際司法裁判所を研究対象とする際、両者

が自然人と国家（勧告的意見の場合、国家及び国際組織）という異なった当事

者を想定する点は比較の視点として重要になってくる。

イラン・アメリカ請求権裁判所（Iran-United States Claims Tribunal：略

称IUSCT）はアルジェリアの仲介によって成立したいわゆるアルジェ宣言(13)

により設置され、2006年に活動25周年を迎え、国際紛争の事後処理機関とし

て、「膨大な数の請求を処理し」ており、特定の「国際紛争の事後処理のた

めの裁判機関としては史上最も複雑な」裁判機関であると評価される仲裁の

ための組織である(14)。したがって、その裁定（award）は「見識ある法律家

（perceptive lawyers）にとっての情報の金鉱である」と称されるほどであ

る(15)。とは言え、わが国における同裁判所判例の国際法の文脈における研究

業績は、裁判所の活動量と比べても、依然としてはかばかしく進んでいないよ

うに見受けられる（16）。

イラン・アメリカ請求権裁判所が仲裁のための組織（arbitral body）であ

ることは明確であるにせよ、この裁判所が国家間の紛争に集約される法律的紛

争を解決する国際仲裁（international arbitration）裁判所であるのか、それ

とも、この裁判所が国際取引から生じる商事紛争を解決する一種の国際商事仲

裁（international commercial arbitration）裁判所なのか、という法的性質

の問題がある(17)。ともあれ、この裁判所が国際仲裁裁判所であり、「国際仲裁

裁判の発展に大きく寄与しうるものである」(18)ことは疑いない(19)。本稿では、
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国際刑事裁判制度、伝統的な国際紛争の処理機関としての国際司法裁判所と並

んで、国際仲裁裁判における武器対等の検討のため、イラン・アメリカ請求権

裁判所の判例を国際法における手続規則の観点から検討する。

以上のとおり、本稿は国際刑事法廷及び裁判所の適用法規及び判例法体系、

国際司法裁判所の適用する国際法規つまり国際公法体系一般、さらにイラン・

アメリカ請求権裁判所を例にとり国際仲裁法体系、という三つの分野における

武器対等原則を検討し、共通項や相違点を簡潔ながら検討する。次章では、国

際人権法分野を含んだ国際刑事法体系における武器対等の原則について論述す

る。

２．国際刑事法における武器対等の原則

２．１．当事者主義と武器対等の原則

国内刑事訴訟法上の「武器対等の原則」は、刑事訴訟が当事者主義(20)化し

たため、当事者の能力に差のあるところではその差が裁判に反映して公平な裁

判を期待し得ないという趣旨で尊重されている(21)。すなわち武器対等の原則

は「当事者主義の重要な理念」(22)と位置づけられる。換言すると、当事者主義

は、「両当事者はなるべく訴訟上の『武器』を平等に与えられ、対等な立場で

攻撃防御を行わせるべきだ」という趣旨を包摂する(23)。

日本の国内刑事手続において、武器対等の原則は、一方当事者である検察官

が捜査訴追権限において圧倒的に優位な立場にいることから、被告人の防御権

など諸権利を実質的に保障して検察官と対等に対峙できるようにするための原

理、原則として捉えられるべきだと考えられている(24)。つまり、対等の原理

といっても検察官は国家権力を背景にし、被告人は一私人に過ぎないので、そ

こでの武器「平等」は、おそらく完全な意味での対等・平等が実現不可能であ

るという意味において、「ある種の擬制（fiction）」といわれる(25)。それでも

なお、武器対等の原則を国内刑事手続において追及すべき趣旨については、「①
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被告人には当事者としての主体性が認められず、『自白』追及のための拷問ま

で加えられた歴史への反省、②被告人に黙秘権をはじめとする十分な権利保障

をして、被告人の納得のうえで裁判を行うべきだという憲法の理念の実現、③

真実発見の見地からも、主張・立証活動は最も利害を有する当事者の権限と責

任とすることが効果的であり、それを事実認定者である裁判所が中立の立場か

ら判断するほうが合理的だから」と説明される(26)。したがって武器対等の原

則を包摂する刑事訴訟における当事者主義は、適正手続の保障とも趣旨を共通

させ、憲法第37条１項の一内容であると考えられる(27)。ただし、当事者主義

を採用すると真実の発見に役立つという当事者主義の趣旨は、大量の情報を収

集する能力を有する捜査機関が基本的に被告人・弁護士と比較して優位にある

ことから、「本質的な制約がある」と指摘される(28)。こうした指摘は、武器対

等の原則との関係で循環論法を引き起こす感もあるが、総括すると、国内刑事

訴訟法においては、当事者主義の本来の趣旨を生かすために、武器対等の原則

が当事者主義に内包されて重要な要素として機能すべきと考えられているとい

えよう。

武器対等の原則は、当事者主義に関する原則であるから、民事訴訟にも関係

する原則である。日本の民事訴訟においては口頭弁論が審理の中心をなすの

で、対立当事者双方に当事者権を保障して原告の権利主張をめぐりそれぞれ

の言い分を主張する機会を平等に保障すべき、という双方審尋主義が妥当す

る(29)。したがって、国内民事訴訟において、武器対等の原則は、「積極的な解

釈原理としての地位は与えられて」いないものの(30)、双方審尋主義を基礎付

ける役割を果たしている、と捉えられてきた。今日の民事訴訟法においては、

当事者権の保障の強調の過程で、当事者の訴訟上の地位を実質的に平等にす

るための解釈原理としての役割が期待されていると指摘される(31)。すなわち、

双方審尋主義は当事者平等原則に関する形式的平等すなわち機会の平等と、さ

らに広範且つ機能的平等、当事者の訴訟追行能力の実質的平等すなわち武器平

等を含むと今日考えられている(32)。加えて、双方審尋主義は、日本国憲法第
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32条の適正な裁判を受ける権利(33)と第13条・第14条の個人の尊重及び法の下

における平等の訴訟上の発現である(34)、と考えられている。すなわち、適正

な裁判を受ける権利と法の下の平等に根付いた法原則である。

国際刑事法における武器対等の原則は、国際人権法の武器対等原則の延長線

上にあるといえる。序章で挙げたとおり、武器対等原則は国際人権法上の「公

正な裁判を受ける権利」に内包されると考えられる（自由権規約第14条）。換

言すれば、公正な裁判を受ける権利の最も重要な指標は、原告・被告間（控訴

審にあっては、控訴人・被控訴人、上告審にあっては上告人・被上告人）及び

検察・被告人間の武器対等（equality of arms）である(35)。この公正な裁判を

受ける権利は次節で見るとおりあらゆる国際人権の条約に規定されている(36)。

旧ユーゴ（旧ユーゴ国際刑事法廷：The International Criminal Tribunal 

for the Former Yugoslavia： ICTY）、ルワンダ（ルワンダ国際刑事法廷：

The International Criminal Tribunal for Rwanda：ICTR）といったad hoc

（アドホック：臨時の）国際刑事法廷では、当初英米法と大陸法の融合が目指

されたものの、設立当初から実行上も法律上も英米型の当事者主義が妥当し、

優勢であった(37)。Ad Hoc国際刑事法廷が当事者主義を基調としたことを受け、

常設の国際刑事裁判所も基本的には当事者主義を採りながら、ad hoc国際刑事

法廷以上に糾問主義を採用している(38)。予審裁判部の導入、検察官による被

告人に有利な証拠の開示義務など、純粋な当事者主義に修正が加えられている

と評価される。また、後で簡単に見るように、国際刑事裁判所においては規程

上も実行上も被害者の訴訟参加が認められている。国際刑事裁判所規程におけ

る被害者の地位の向上と大人数の被害者を想定する国際刑事裁判所の事項的管

轄権は、被害者の利害が検察官の利害と必ずしも一致しないという状況を生じ

させている。こうした状況にあって、第一審裁判部は、興味深いことに被害者

の権利に言及しながら、以下のとおり当事者主義が国際刑事裁判所でも妥当す

ると見られる判断をしている。「公平な裁判は二当事者間の衡平を包摂し、当

事者間の公平は二当事者が平等の原則と当事者訴訟を尊重することを想定す
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る。裁判部の見解では、公平な手続には法文で保障される検察官、弁護側（the 

Defence）、被害者の手続的権利の尊重が含まれる」(39)。

２．２．国際人権準則と武器対等の原則

自由権規約、ヨーロッパ人権条約、米州人権条約、アフリカ人権憲章は、い

ずれもそれらの規定する「公正な裁判を受ける権利」と区別して「武器対等の

原則」を明記しているわけではない(40)。むしろ、ヨーロッパ人権裁判所の指

摘するとおり、武器対等の原則は、ヨーロッパ人権条約第６条１項に規定され

る広い意味での「公正な審理（a fair hearing）」の一環として捉えられる(41)。

この点、自由権規約第14条は裁判所の前の平等を規定しており、2007年７月

27日に自由権規約人権委員会（Human Rights Committee）において採択さ

れた自由権規約第14条の裁判所の前の平等及び公平な審理に関する一般的意

見（General Comment）32も武器対等について触れている(42)。

規約人権委員会（Human Rights Committee）の一般的意見32は、第８

段
パラグラフ

落において、「裁判所及び法廷（courts and tribunals）の前の平等には、

一般的に言えば（in general terms）、第14条１項の第二文に言及される原則

に加えて、平等なアクセス（equal access）や武器対等の原則を保障し、当

該訴訟における当事者が差別なしに取り扱われることを確保する」と述べてい

る。武器対等の原則は、第13段
パラグラフ

落においてさらに詳しく説明されている。

「裁判所及び法廷の前の平等は武器対等をも保障する。これは、被告人に対して

実際に損害や不公平を生じさせることなしに、法律に依り、客観的且つ合理的な理

由に基づいて、正当化されうる区別を除き、すべての当事者に対して同様の手続

的権利が供給されるべきであることを意味する。（脚注13：Communication No. 

1347/2005, Dudko v. Australia, para. 7.4.）たとえば、ある決定について検察官の

みが上訴を許され、被告人は上訴を許されない場合は武器対等が存在しない。（脚

注14：Communication No. 1086/2002, Weiss v. Austria, para. 9.6. これ以外の武
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器対等の原則の侵害事例については、Communication No. 223/1987, Robinson v. 

Jamaica, para. 10.4 （審問の延期）を参照。）武器対等の原則は民事訴訟、及び要

請、とりわけ相手方の提示した全ての弁論と証拠について争う機会を与えられるべ

きという要請にも適用される。（脚注15：Communication No. 846/1999, Jansen-

Gielen v. �e Netherlands, para. 8.2 and No. 779/1997, Äärelä and Näkkäläjärvi v. 

Finland, para. 7.4.）。例外的な場合、つまり経済的に困窮した当事者が同じ条件で

訴訟に参加できない場合やその証人を審問できない場合には、無償の通訳人を提供

することが求められる。」(43)。

ヨーロッパ人権裁判所において「武器対等」の概念がNeumeister事件で

言及されて以来(44)、ヨーロッパ人権条約第６条１項の特色（feature）のひと

つとなっている(45)。また、ヨーロッパ人権裁判所の判例においても、武器対

等の原則は民事事件と刑事事件の両方について当事者間の公正な均衡（fair 

balance）を要請すると確認されている(46)。ヨーロッパ人権裁判所は武器対

等の原則が⑴当事者間の公正な均衡（fair balance）、⑵相手に対して不利

益な状況におかれることなく自己の主張を行う合理的な機会（reasonable 

opportunity）を付与されること、を要請すると解釈している(47)。

自由権規約委員会もヨーロッパ人権裁判所も、特に検察官が手続的優位の立

場にある場合、たとえば、検察官が出席している上訴の審問で被告人が除外さ

れる場合、法廷専門家が事実上検察官の証人とみなされるほど支配的な地位を

占める場合、被告人の代表が不在の場合に法院検事（avocat général）が破毀院

（la Cour de Cassation; the Court of Cassation）で弁論を行う機会を与えられる

場合(48)、武器対等の原則が侵害される、と考えている(49)。しかし、両当事者
0 0 0 0

が
0

有利な証拠や弁論の機会を否定される場合には、武器対等の原則の侵害は無

いと考えられている(50)。

米州人権委員会は、Baptiste v Grenada事件の決定において、死刑の執行

に至る手続は最高基準のデュープロセスの下で行われるべきであると判断し、



― 135 ―

国際法における武器対等の原則

米州人権条約第８条と第４条を一体としてみれば、死刑が許容されるべきかあ

るいは適切な刑罰であったかどうかに関する申し立てや証拠の提出を弁護の一

環として認められるべきである、と判断している(51)。これは、量刑段階にも

武器対等の原則が適用されると判断したヨーロッパ人権裁判所の判決(52)と対

応する(53)。

２．３．武器対等の原則の２つの解釈

以下の節で武器対等の原則の判例における展開を批判的に考察する前に、

Cassese教授の指摘に従って、武器対等の原則の内容について、二つの異なっ

た捉え方が存在している、ということを認識しておく必要がある(54)。なぜな

らば、このいずれの立場を採るかによって、武器対等の原則の侵害の危険性の

程度や同原則の妥当範囲などが変わってくるかもしれないからである。付言す

れば、この原則の侵害や妥当範囲を争う弁護人側の主張の検討に有益だと考え

るからである。

第一の概念は、長期にわたって、ヨーロッパ人権裁判所の判例法により発展

した概念で、「被告人が、検察官との関連で深刻な手続的不利益の立場に置か

れない」というものである(55)。Cassese教授は、この武器対等の原則の解釈を

以下のとおり説明する。「人権条約はこうした概念を検察官には適用せず、被

告人と同じ立場においているわけでは無いとも言える。逆に、人権条約は、訴

訟での全体的な均衡を図るため（検察官は証拠の収集について通常被告人より

も有利な状況にあるので）、被告人が検察官よりも優位な立場にあることさえ

も禁じておらず、時にはそう要求することもある」(56)。この理解は、先に見た

日本の国内刑事訴訟法における武器対等の概念の理解とも一致している。

第二の概念は、二当事者の係争の場としての裁判の概念に基づく対審構造を

採用する訴訟手続において当事者の均衡が必要不可欠な要素である、という考

えに拠っている(57)。したがって、公正な闘争（裁判）を行うために、両当事

者が同じ権利を享有することが重要となるのである。Cassese教授は、「ここ
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では、公正が双方向に働いているがゆえに、検察官は不利な立場に置かれない

権限を持つのである」と説明する(58)。

Cassese教授は、国際刑事法における武器対等の概念について、第一の概念

を支持する理由として、「国際犯罪は複雑で、多数の被告人を生じさせ、証拠

も複数の国にまたがっている可能性があり、問題となっている法律問題も難解

であるかもしれず、被告人が基本的人権を十分に享受するよう確保すること

が非常に重要となる（…）」、と説明する(59)。第一の武器対等の概念の下では、

以下の諸権利が被告人に保障されねばならない(60)。はじめに、被告人に対し

て起訴状中で挙げられている訴因を特定する点について全てを知る権限を持

つ。第二に、被告人は、遅延することなしに、検察側から集められた起訴事実

を裏付けるための証拠について精査する権利を有する。第三に、被告人は弁護

人を一人かそれ以上任命する権利を持ち、弁護人が貧しい場合には、法廷から

任命され賃金を支払われる弁護人についての権利を有する。後者の場合、さら

に、被告人は証拠収集のための捜査官を任命するあるいは裁判所により任命し

てもらう権利までをも有する、とCassese教授は述べている(61)。第四に、被告

人は証人を喚問し、証人を反対尋問する権利を持っている。以上の武器対等の

原則の実質的内容・争点については、東澤教授も、第一に起訴状の記載内容、

第二に「防御の準備のための十分な時間及び便益」の対等性、第三に「証拠の

開示及び収集」の三つに分類しておられる(62)。武器対等の原則の被告人の権

利に対する消極的効果について、国際刑事法廷において武器対等の原則を保障

するためには、被告人の自己弁護権は否定されるとする論考もある(63)。

２．４．近年の国際刑事法の実行と武器対等の原則

⑴　武器対等の原則の適用対象の問題

Cassese教授も東澤教授も国際刑事法における武器対等の原則は被告人が検

察官に対抗するために主張する原則として理解するのが望ましい（前節、第一

の意味における武器対等の原則）、と指摘する(64)。確かに、普遍的な国際人権
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基準を遵奉すべき国際刑事法実務においては、形式的な武器対等のみならず、

この原則が被告人の実質的な武器対等を保障するために運用されることが望ま

しい。しかし、実際の国際実行すなわち国際刑事法廷における判例を見てみる

と、前述の第一の意味における武器対等の原則は国際刑事法において必ずしも

自明のものとされていないようである。また、国際刑事法廷の判例によるヨー

ロッパ人権裁判所判例の解釈自体が両当事者の平等を担保すると解しているよ

うで、被告人が不利な立場に置かれることを防止する原則として武器対等の原

則が機能しているという判例法がヨーロッパ人権裁判所上も国際刑事法廷上も

確立しているかどうかは必ずしも定かではない(65)。

たとえば、1996年11月27日のTadić事件の中間決定の個別意見において、

Vohrah判事は学説とヨーロッパ人権裁判所の判例を引きながら、「（武器対等

の）原則は国家の側にあって強みを持っている検察局に利用可能なすべての手

段、すなわち事件を準備し主張を展開するための全ての手段に匹敵するものを

通常の裁判で弁護側に保障することを目的としている」とし、第一の意味にお

ける武器対等の原則を支持している(66)。したがって、Vohrah判事によれば、

「刑事訴訟における武器対等の原則の（検察局側から弁護側に対する）適用は、

弁護人への不正義を排除するため、裁判所における弁護側の審理においては、

検察官と弁護人との平等を確保するために慎まれるべきである」(67)。無論、こ

の見解は、第二の立場を採用すれば、旧ユーゴ国際刑事法廷の第一審裁判部

自身のVohrah判事の個別意見に対する批判に見られるとおり、否定される。

Vohrah判事の個別意見を引用しつつ、1998年２月４日、第一審裁判部は以下

のとおり、武器対等の概念の内容を明らかにしている。「手続的平等が、検察

局と弁護側との平等を指すことに疑いは無い。たとえば、先に引用したところ

に見られるように、弁護側のために有利にすることは、手続的不平等に匹敵し、

武器不平等を生じさせよう。これは、規程第21条４項（e）に定められる最低

限の保障に反する。国際法廷において、検察官と弁護側はそれぞれの捜査につ

いて国家協力に依存しており、一見して（prima facie）不平等の主張の原因が
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存在しない」(68)。2005年に、上訴裁判部は武器対等の原則が弁護人側だけでは

なく検察局にも適用される理由を「検察局は、容疑の犯罪の被害者を含めた国

際社会の代表として、国際社会のために行動しているから」と説明している(69)。

武器対等の原則を字義通りに解せば、両当事者の機会の平等が求められ、検

察官にも機会の平等、手続的平等が保障されねばならない。だからといって、

この原則が、とりわけ資源の不均衡による防御の困難の叫ばれる国際刑事司法

において、被告人の防御の権利の向上に役立つ原理として機能すること、また

そう期待されることに変わりはない。整理すると、形式的武器対等は両当事者

が援用すべきと考えられる一方、実質的対等は被告人側に有利に働く原則とし

て捉えることが適切ではなかろうか。加えて、旧ユーゴ国際刑事法廷も国際刑

事裁判所もこの原則が公平な裁判を受ける権利に含まれると解釈している点に

も留意すべきである。すなわち、公平な裁判を受ける権利はそれぞれ「被告人

の権利」として旧ユーゴ国際刑事裁判所規程第21条、国際刑事裁判所規程第67

条に規定されている。Zappaláは、この権利は特に被告人に向けられた権利で

あり、検察官が被告人の公正な審理に関する権利に匹敵する十分に平等な権利

を有すると主張することは誤っている、と指摘している(70)。

⑵　リベラルなアプローチ

武器対等の原則は、被告人を不利な立場に置くことを防ぐ原則か、あるいは

両当事者を平等に取り扱うべきことを謳った原則か、という問いに対する回答

の相違により、武器対等原則に関するいくつかの国際刑事法廷判例に対する評

価も異なってくる。旧ユーゴ国際刑事法廷における最初の訴訟として知られる

Tadić事件において、武器対等の原則も弁護側からの主張により論点のひとつ

として挙がっている。Tadić上訴審判決の意義は、国連規約人権委員会やヨー

ロッパ人権裁判所の判例を引き、ICTY規程の定める公平な裁判の規定中に

「武器対等の原則」が保障されていると判断した点にもあるけれども(71)、以下

の議論が特に注目される。弁護側は、第一審の判決への上訴理由として、「第
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一審の執り行われた方法では検察官の優位な状態により、検察官と弁護側との

間に『武器対等』が存在しなかったので、被告人の公平な裁判に対する権利が

侵害された」と指摘した(72)。弁護側は、特に、ボスニア・セルビア人側から

の国家協力が無かったことを問題とし、弁護側の証人はスルプスカ共和国（the 

Republika Srpska）に住んでいる者が多く、他方で検察側の証人は欧米に移

住しているので国家協力の程度に差異があり、武器対等が否定されると主張し

た(73)。この主張に対して、旧ユーゴ国際刑事法廷上訴裁判部は「（性質上、国

際刑事法廷は独立した法執行機関を持たないので、国家協力に依存せざるをえ

ないという状況にあり）国際法廷の規程のもとでは、武器対等の原則は国内裁

判所での手続に関して通常適用されるものに比べ、よりリベラルな解釈が与え

られなければならない」と判断した(74)。後の上訴裁判部による判例も、この

アプローチが旧ユーゴ国際刑事法廷で採用されてきたと判断している(75)。

この国内裁判所よりもリベラルな解釈が妥当する、という判断については、

第二の意味で武器対等原則を理解する者から非難がなされている。Tadić事件

の国家協力の欠如ということは弁護側にも検察側にも言える、つまり両当事者

に妥当する、という指摘である(76)。さらには、「国家間協力の欠如は裁判の十

分な準備という問題にかかわるけれども、そうした問題は両当事者が直面する

問題であって、武器対等との関係は明らかではない」と指摘される(77)。この

反論について、確かに、両当事者が国家協力の欠如という不利益を被っている

のでなんら不平等が生じていないという点は正論であるようだが、先に整理し

た武器対等の原則の内容のひとつ「防御の準備のための十分な時間及び便益」

の対等性の観点からは弁護側の証言・証拠収集が国家協力を要する限りにおい

て、やはり不平等であり武器不平等の状態を生じさせるのではないかと思われ

る。

実際の国際裁判実行上は、判例も規則（旧ユーゴ国際刑事法廷手続証拠

規則(78)第54条bis）も国家協力要請の発行については厳格な許容性基準を発展

させているので、国家協力の要請に関して、リベラルな解釈がなされていると
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は考えにくい(79)。こうした状態について、厳格な許容性基準が弁護側にも検

察局側にも適用されるものの、弁護側と比較して、裁判部に国家からの司法共

助を要請する検察局の必要性は遥かに低いと指摘される(80)。

武器対等の原則のリベラルなアプローチは被告人の検察官に対する手続的

平等のみならず、実質的な平等をも確保するものとして評価すべきだろう(81)。

複数の学者がこのアプローチの柔軟性について次のように評価している。国際

刑事司法においては国内刑事司法よりも「リベラルな」武器対等の概念が適用

されるとする旧ユーゴ国際刑事法廷の判断は、裁判所が厳格な規制の概念では

なく、現に掛かっている事件の事情に応じて柔軟に目的論的解釈をすることを

要請する(82)。

⑶　国際刑事裁判所規程と武器対等の原則

国際刑事裁判所規程と武器対等の原則について、国際刑事裁判所上訴裁判部

Sang-Hyun Song（宋相現）判事は、武器対等の原則が次のように国際刑事

裁判所規程に具体化しているという。①法廷に出廷する被告人の権利（国際刑

事裁判所規程第67条１項⒟、63条）、②優秀な通訳人を無償で提供してもらう

被告人の権利及び裁判所に提出された文書を翻訳してもらう権利（第67条１項

⒜, ⒡）、③被告人の自ら又は弁護人により証人を尋問する権利及び裁判所に

より尋問してもらう権利（第67条１項⒠）、④被告人の証人の出頭を求める権

利（第67条１項⒠）、⑤被告人の弁護人を依頼する権利（第67条１項⒟）、⑥被

告人の防禦の準備のための適切な時間又は便宜を与えられる権利（第67条１項

⒝）、⑦被告人が容疑の性質、原因、内容について詳細かつ迅速に情報を十分

に理解する言語で与えられる権利（第67条１項⒜）、⑧検察官の予審又は公判

審理に提出することを予定する証拠を弁護側に開示する義務（第61条３項、第

64条３項⒞）、⑨検察官が捜査段階で発見した無罪を証明する可能性のある証

拠の開示義務（第67条２項）、とSong判事は被告人の権利と検察官の義務を

列挙する(83)。
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上述のとおり、国際刑事裁判所の判例も武器対等の原則に言及している。

2007年６月13日、Lubanga事件において、常設国際刑事裁判所は武器対等の

原則を公平な裁判の一要素として紹介した(84)。これに続いて、第一審裁判部

Ｉは2007年12月14日にICC規程第67条が武器対等の原則を含むものであると

明言した(85)。第67条１項は、「被告人は、犯罪事実の決定に当たり、この規程

を考慮した上で公開審理を受ける権利、公正かつ公平な審理を受ける権利及び

少なくとも次の保障を十分に平等に受ける権利を有する」と定める。第一審

裁判部Ｉは第67条について「（『十分に平等に』という言い回しは、）被告人と

検察官を可能な限り同じ条件の下に置くことを保障し、被告人の権利を十分

に保障するために、寛大に解釈されなければならない（must be generously 

interpreted）」と判示している(86)。したがって、裁判所が旧ユーゴ国際刑事法

廷の判例法である武器対等の原則のリベラルなアプローチを採用しているとも

考えられる。また、特に被告人にとっての権利の保護原則として作用すべきこ

とを望んでいるようにも思われ、この点で先に挙げた第一の概念で武器対等の

原則を捉えていると考えられるかもしれない。ただ、第一審裁判部が自ら「完

全な武器対等の状況を創設するのは不可能であろう」と述べていることは実質

的武器対等の原則に関する限り真実かもしれないが、少なくとも手続的武器対

等に関してはこれを完全に保障することを目指して法を運用・適用していくの

が裁判所に期待される役割であるよう思われ、言葉足らずではなかろうか(87)。

国際刑事裁判所規程では、「武器対等原則を実現するため、被疑者・被告

人に対し、弁護人選任権や通訳を受ける権利などの諸権利が与えられている

ほか、弁護側に対する組織的な支援制度が設けられていることが特徴的であ

る」と言われる(88)。被疑者・被告人の権利に関しては、国際刑事裁判所規程

は自由権規約第14条と同等あるいはそれ以上の国際人権保障をするものだと

みなされている(89)。他方、国際刑事裁判所の規則において、旧ユーゴ、ルワ

ンダの国際刑事法廷と比べて特に注目されるのが「防御のための公設弁護士

局（防御のための公設弁護士事務所(90): the Office of Public Counsel for the 
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Defence）」の設置であろう。これは裁判所の規則（the Regulations of the 

Court）第77条に基づいて書記局内に設置されているけれども、この部局は

もっぱら行政処理上の目的で書記局に属し、事務所それ自身と所属弁護士には

完全な独立が保障されている。

国際刑事裁判所においては、弁護人の特権免除が一定程度保障されてお

り、弁護側に有利な武器対等の原則の展開事例として知られる(91)。国際刑

事裁判所規程第48条及び特権免除協定（Agreement on the Privileges and 

Immunities of the International Criminal Court）(92)第18条を併せて読むと

弁護人の特権免除の権利の保護がad hoc国際刑事法廷よりも手厚くなっている

ことがわかる。

国際刑事裁判所の検察官による現地査察の規定、国際刑事裁判所規程第99条

４項が武器対等の原則の重大な侵害を構成する、との指摘もある(93)。規程上、

第一審裁判部は弁護側の現地視察について国家協力を強制することができず、

第99条４項は検察の現地視察に限定されている。そして、規程上こうした不平

等には救済措置や補償の可能性がないので、Tadić事件と異なって現行法が弁

護側を不利な立場に置いていると言われる(94)。

国際刑事裁判所の弁護人局設置に関連して、近年の国際刑事法の実行で武器

対等原則を保障するものとして重要な措置と評価されるのが、シエラレオネ

特別法廷手続証拠規則第45条、レバノン特別法廷規程第７条の下で保障され

る「ディフェンス・オフィス（Defence Office: ディフェンス局；弁護人局・

弁護事務所(95)」の創設である。現に、2006年11月15日に出された国連事務総

長のレバノン特別法廷設置に関するレポートは、第30段
パラグラフ

落において「『武器対

等』を担保する必要の一環として、国連により設置された法廷の実行の中で被

疑者の権利と被告人の権利を保障するためにディフェンス・オフィスを設置す

る必要性が生じてきた。国連により設置された法廷では検察局は法廷の一機関

であり、法廷の予算でその全運営が賄われている。特別法廷の規程はディフェ

ンス・オフィスを制度化した」と評価する(96)。
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⑷　手段と資源の対等性

現代の国際刑事法においては、被告人側と検察とで明らかな経済的な基盤や

手段といった資源（resources）の不均衡がたびたび指摘される。武器対等原

則は、形式的な当事者間の平等を超えて、実質的な平等、つまり資源の不均衡

の問題までをも含むのであろうか。武器対等の原則が国際刑事法廷においても

常設国際刑事裁判所においても認められているとしても、それが手続的平等に

とどまるのか、それとも手段や資源の平等といった実質的平等を含むものな

のか、は別問題である(97)。刑事訴訟一般に存在する検察側と弁護側の不均衡

は、国際法固有の以下の理由で国内よりも国際レベルでより大きな不均衡とな

る(98)。第一に、既述のとおり、国際刑事法廷を支える国家協力の体系が弁護

側の証拠と証人の確保を困難にし、公平な裁判の規定の妨げとなっている(99)。

第二に、旧ユーゴ国際刑事法廷にもルワンダ国際刑事法廷にも独立した弁護人

の部局が存在せず、資源不足が問題視されている。こうした構造上の検察側と

弁護側の不平等・不均衡はとりわけ捜査について顕著である。国際刑事法廷に

おいては、検察局は何百人という関係者によって捜査や証拠集めを紛争の関係

地域すべてにおいて執り行い、起訴状の発行までに少なくとも二年間という捜

査の歳月を費やす(100)。弁護側はこれに遅れて捜査を行うことになるし、資源

面での劣位はもちろん、証拠の収集においてもその重要性を示さない限り捜

査・収集令状を出してもらえないなど不自由を被っている(101)。国際法の構造

上、こうした旧ユーゴ国際刑事法廷とルワンダ国際刑事法廷の検察側と弁護側

の不均衡を法的に審査（レビュー）する上層機関や制度も存在しない(102)。

まず、学説からこうしたad hoc国際刑事法廷上の本質的な手段と資源の不均

衡に対して、それが武器対等の原則の下に必ずしも問題とはならない、との指

摘がある。たとえばMeernikは「資源の不均衡が生じたとしても、それは弁

護人の責任だろう」と述べている(103)。また、Havemanは「検察官は国家に

支えられているのではなく、諸国家からの協力を模索する立場にあり、弁護側

よりも優れた立場にあるとはいえない状況にあって、どうやって武器対等の原
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則を解釈すればいいのか」と逆に検察側の不利益を問題提起している(104)。

予算の不均衡については、「法的援助の問題として裁判所の予算に関わるも

のであり、特別法廷の設置主体である国連などに課せられた予算的制限を受け

ざるを得ない」と指摘される一方で、実際に法廷で経済的資源の不均衡の不満

を口にする被告人は多い。2001年のBrdanin事件の中間決定では、裁判所が十

分な資源を提供しないので起訴状に対する適切で法的な防御が行えないと弁護

側から主張された(105)。これに答えて、Hunt予審判事は、申立てを却下しなが

らも、公平な裁判に不可欠な資源が利用可能でなかったことが証明されるとき

には、裁判を中断できるという裁判所の権限と義務があると判示した(106)。

旧ユーゴ国際刑事法廷の選任の弁護人の給与に関して、その給与額につい

て争いのある場合には、弁護人の任命に関する指令(107)第22条に基づいて、

書記官は、裁判部及び、適宜、国際弁護士会の会員からなる(108)諮問パネル

（Advisory Panel）に助言を求めた後で決定する。また、旧ユーゴ国際刑事法

廷裁判部は、給与についての書記官の決定が、裁判の公平の確保のため、裁判

部の審査に服する場合があると示唆している(109)。こうして、選任弁護人の給

与に関する書記官の決定が公平を侵害する場合には、裁判部に公平を確保する

役割が期待されている。

Ad hoc国際刑事法廷判例上、手段や資源の武器対等について、制限的な解釈

が行われている(110)。たとえば、ルワンダ国際刑事法廷のKayishema事件判

決で第一審裁判部は「被告人の権利や当事者の平等は手段と資源の平等と混乱

されてはならない」と指摘している(111)。この判断は後に書記官によって確認

されている(112)。ルワンダ国際刑事法廷の上訴裁判部は同じKayishema事件

において、若干語気を弱めて「弁護側と検察側の間の武器対等は経済的及びあ

るいは人的資源を有することへの物質的平等に必ずしも匹敵するものではな

い」と述べた(113)。これは、旧ユーゴ国際刑事法廷のMilutinović事件でも確

認されている(114)。また、旧ユーゴ国際刑事法廷のTadić事件においてもルワ

ンダ国際刑事法廷のKayishema事件においても、国内法廷と異なる国際刑事
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法廷の国家協力への依存の性質上、弁護側が証人を呼べない状況など、法廷の

コントロールの及ばない事柄についてまで武器対等が及ぶわけではないと判示

されている(115)。

Kayishema事件で、ルワンダ国際刑事法廷の第一審裁判部は、被告人の権

利は、弁護側と検察側の手段と資源の平等までをも保障すると解されてはな

らず、これに反対するいかなる解釈もあらゆる世界の法
ジュリスディクション

管 轄の現状（status 

quo）と矛盾すると判断している(116)。しかし、こうした問題は国際的平面固有

の問題ではないようだ。既にあらゆる法管轄で、手段と資源の不均衡に対する

不満が、弁護側の構造的劣位、弁護人への資金供与に関する訴訟として現れて

いると指摘される(117)。実際に、刑事被告人に対する民事的権利の体系的な侵

害に関する訴訟で、アリゾナ州、ルイジアナ州、オクラホマ州の裁判所は司法

の救済介入が必要であるほどディフェンス・サービス（defence service）の

規定が本質的に不十分であったと判断している(118)。つまり、手段と資源の平

等が国内・国際司法の管轄外の問題（行政）の問題であると言い切れるかどう

か、早々に答えを出すべきではなく、慎重な判断が必要であろう。なぜならば、

「当事者が法廷で被っている不平等は法廷のコントロールの及ばない事柄の結

果だけではなく、法廷がその状況を作り出している結果である」ともみなされ

るからである(119)。そして、アメリカの裁判例に見るように、その不均衡や不

平等を是正するよう行政に働きかけることができる役目を司法が担っているこ

とも忘れてはならないだろう。

国際刑事裁判所においては、検察局は国家の協力を得て膨大な労力と時間を

使って証拠収集に当たり、検察官との完全な武器対等の実現は困難であると認

識されている(120)。日本の刑事司法においても、当事者間の平等は検察庁と弁

護側の情報量を比べれば、「弁護側の情報不足は圧倒的な完敗であり、とても

この点での『武器対等』があるとは言えない」と指摘され、「こういった状況

では、当事者主義の重要な理念の一つである『当事者の武器対等』は、実質上

存在しないと同然である」とまで言われる(121)。そもそも、「検察官は法律の専
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門家であり、国家機関として、多数の部下を有し、検察官同一体の原則によっ

て組織化されている。そうでなくとも追うものの強みがある」(122)。日本の刑

事訴訟法においても、「刑事訴訟において当事者訴訟を採用するには、その前

提として、当事者間の実質的平等をつくりあげなければならない」と指摘され

ている(123)。日本一国内において国家権力を背景に組織化された検察官の権力

が被告人、弁護側との実質的な不平等をもたらすことが指摘されるのであれ

ば、国際連合の安全保障理事会決議により設立された国際連合の補助機関、国

際刑事法廷の一部門として位置づけられる国際的な検察局が一個人である被告

人と比して実質的不平等を呈することは目に見えている。

なお、東ティモールで行われている大規模人権侵害を裁く混合法廷、特別パ

ネルについては、検察側と弁護側との手段と資源の不平等が指摘され、公正

な裁判がなされているかどうか疑わしいと非難されている(124)。特別パネルが

適用する刑法の実体部分は2000年６月６日採択のUNTAET規則2000/15であ

り、内容はICC規程の規定に由来している。他方で、特別パネルの刑事訴訟法

は2000年９月25日の規則2000/30が規律し、これは一部国際刑事裁判所規程に

由来するものの、大部分がインドネシアの刑事法典に由来する規定で構成され

る(125)。ただし、そのセクション６は「公判（Public Trial）」を規律し、手続

的武器対等の原則を具体化したものと考えられている(126)。

完全な平等、絶対的武器対等を追及することが困難であるからといって、実

質的平等ではなく形式的平等のみを追及すべきだ、と結論付けることはできな

い。国際刑事法廷、国際刑事裁判所、国際・国内混合法廷の取り扱う犯罪は、

証拠・証人が数々の国々に散在していることが多く、捜査・弁護活動に国家協

力を要請するという特殊な事情を抱えている。国際刑事法廷、国際刑事裁判所

の検察局には有能で経験豊かなスタッフが配置され、それに対する武器対等を

考える場合には、単に法廷における平等な取り扱いだけではなく、少なくとも

資源の平等、実質的平等へ「接近するよう努力していく」ことが重要であろ

う。このような状況を踏まえ、国際刑事裁判所の公設弁護士事務所（OPCD： 
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The Office of Public Counsel for the Defence）のザビエ・ジャン・ケイタ

氏は武器対等（equality of arms）から良質な武器（quality of arms）へと

いう指摘を行っている(127)。武器対等の原則が国際刑事裁判所の公平な裁判の

重要な一要素である以上、武器対等の原則の保障の程度は、国際刑事裁判所の

活動の評価を大きく左右する。武器対等の原則の内容について、第一義的には

弁護人側や弁護人事務所が、裁判所の意識を高めるよう積極的に働きかけてい

くべきであろう。

⑸　被害者の訴訟参加と武器対等の原則

国際刑事裁判所では、被害者の訴訟参加が認められている。Ad hoc国際刑事

法廷においては証人としての地位で訴訟にかかわることしか認められなかった

被害者たちが、国際刑事裁判所では被害者としての訴訟参加を認められている

のである。この被害者の訴訟参加の動きに対して、弁護側つまり被疑者・被告

人サイドは、被告人と訴追人の間に存在するといわれる武器対等を歪めるも

のではないか、との懸念の声を上げている(128)。しかし、近年では修復的司法

（restorative justice）の認知度が高くなり、こうした反発も低くなってきて

いるとも指摘される(129)。

2008年７月11日に、国際刑事裁判所の上訴裁判部は、訴訟に参加する被害

者が被告人の有罪無罪に関する証拠を提出し、公判において証拠の許容性や関

連性について異議を申し立てることができる、という第一審の判断を支持する

決定を下した(130)。国際刑事裁判所規程第69条３項は、「当事者は、第64条の規

定に従って事件に関連する証拠を提出することができる」と証拠の提出を当事

者について認めている。この規定が被害者の証拠提示の可能性を否定するもの

であるかどうか争点となった。被害者による証拠提示を認めるという第一審裁

判部Ｉの判断に対して、検察側も弁護側も上訴をしていた(131)。特に、弁護側

にあっては、「被害者に証拠の提出や証拠に関しての意見陳述を認めることは、

被告人に一人以上の告訴人（弾劾者：accuser）と対面することを強いること
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になり、公平な裁判の必要不可欠な要素である武器対等の原則を侵害しかねな

い」と指摘していた(132)。2008年7月11日の上訴裁判部の決定についてはPikis

判事が、一部反対意見（部分的反対意見：Partly Dissenting Opinion）を付

しており、対審構造をとる国際刑事裁判所規程の下で被害者からの証拠提出を

認めることは、当事者の対審に影響する、と指摘し、被害者の証拠提出を認め

る多数意見に反対している(133)。なお、国際刑事裁判所規程上、証拠開示義務

は、訴訟の当事者ではない被害者には課せられず、検察官に課せられている

（規程第67条３項、手続証拠規則第76条、第77条）。

日本でも、近年、刑事訴訟における被害者の地位の改善、向上が叫ばれ、被

害者に一定の訴訟参加が認められるに至った。2007年6月、被害者の公判手続

参加を認める被害者参加制度と損害賠償命令制度を特色とする「犯罪被害者等

の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立

した。具体的に、被害者は、情状事項に限る証人尋問（刑事訴訟法第316条の

36）、被告人質問（刑事訴訟法第316条の37）、事実・法律の適用についての意

見陳述（刑事訴訟法第316条の38）が認められる。2004年5月21日の「裁判員

の参加する刑事裁判に関する法律」の成立により、2009年5月21日に裁判員制

度が施行、実施されることになっている現況、裁判員制度の下で被害者が質問

したり「論告・求刑」することは証拠評価・事実認定に影響しないかなどの懸

念が示されている(134)。

ただ、日本の刑事手続上は、検察官が被害者の利益を擁護する立場にあるこ

とを強調し、被害者を取り込むことによって、検察官対被告人（弁護人）の二

当事者対立構造が基本的に維持されていると評価される(135)。国際刑事裁判所

における被害者は、被害者の参加に対してしばしば検察官が異議を唱えている

ことからも明らかなとおり、被害者個人の利益と国際社会の公益の代表者たる

検察官の利益は必ずしも一致するものではなく、いわば三当事者対立構造が築

かれてしまっているのが現状である(136)。

国際刑事裁判所においては、被害者の概念が日本の国内刑事訴訟法より広い
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上、被害者の数が国内の比ではないことが想定される。日本の国内法、たとえ

ば2000年施行の「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付

随する措置に関する法律」第１条は「被害者」を「犯罪により害を被った者」

であると定義し、遺族を被害者と区別して規定する。刑事訴訟法もたとえば第

292条２項は直接に犯罪の害を被った者である被害者と区別される「被害者等」

という語を用いている(137)。他方、国際刑事裁判所規程上は、裁判所規則第85

条によって、犯罪の結果害悪を被った「自然人」の他、宗教、教育、芸術、科

学又は慈善目的に供される財産、ならびに、歴史的な記念物、病院及び人道目

的のためのその他の場所または物に直接の害を被った「組織」や「機関」も被

害者に含まれる。こうして、数の面でも国内と比較して膨大な被害者が予想さ

れる上に、質の面でも国内とは異なり、組織や機関といった法人も被害者とし

て国際刑事裁判所において訴訟参加の権利が認められているので、国際刑事裁

判所の被害者参加制度は運用に関して多くの課題を抱えている。ここでは、国

際刑事裁判所における被害者の訴訟参加制度の実際の運用のされ方の詳細につ

いて議論を控えるけれども、今後、現今指摘される三当事者構造を拡大させず

に、いかに武器対等の見地から被告人の権利・地位を保障していくか、国際刑

事裁判所の裁判部による被害者の訴訟参加の認定が注目される。被告人が十分

な防御の時間を与えられねばならないという被告人の基本的人権の見地から

も、とりわけ被害者の証拠提示の許可については慎重且つ公正な手続を採用し

ていくことが望まれる。

２．５．国際刑事法における武器対等の原則の法的性質

武器対等の原則は、現状、本稿や他の文献も言及するとおり「原則」とし

て紹介され、武器対等の権利としては語られていないようである。したがっ

て、その権利性は定かではないといえよう。Zahar旧ユーゴ国際刑事法廷法務

官（Legal Officer）及びSluiterアムステルダム大学教授・ユトレヒト地方裁

判所裁判官は、「武器対等が完全な権利としての地位を享受することなく、原
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則に過ぎないというその事実自身が、武器対等の性質を物語っている」と指摘

する(138)。

権利性は定かでないものの、武器対等の原則は、国際人権法において慣習

的地位を認められている、と指摘されるほど根本的な訴訟手続きの原則であ

る(139)。より正確に、武器対等の原則は国際刑事法の法源の中の国際刑事法の

一般原則のひとつである(140)。Cassese教授によれば、国際刑事法の一般原則

とは国際法の法源と同様に実質的法源、副次的な法源として、主要な法源、つ

まり形式的法源たる慣習国際法と条約に対置される(141)。国際刑事法の一般原

則に挙げられる原則が、国際的平面で適用されるに至るには、国内法体系から

国際秩序へ漸進的に転位したという経緯がある(142)。したがって、それら国際

刑事法の一般原則は国内法由来の原則といえども、今やしっかりと国際刑事法

に組み込まれていると評価できるものを指す。

国際刑事法上の武器対等の原則は、国内法に由来し、いまや国際刑事法の一

般原則として機能している。次章では、この原則がより広い国際法の枠組みの

中でどのように機能すると考えられるのか、国際司法裁判所の武器対等の原則

への言及事例を検討する。

３．国際司法裁判所における武器対等の原則

３．１．国際司法裁判所における当事者概念

国際司法裁判所における武器対等原則を考えるとき、国際司法裁判所の扱

う事件の当事者となれるのは誰か、ratione personae（人的管轄）が問題となる。

国際司法裁判所規程第34条１項は「国のみが、裁判所に継続する事件の当事者

となることができる」と定める。したがって、規程から、個人、企業、国際組

織が当事者となることができないということは明らかである。

国際連合憲章第92条は、国際司法裁判所を国際連合の主要な司法機関であ

る、と位置づける。さらに、国際連合憲章第93条１項によれば「すべての国際
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連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所規程の当事国となる」。ただし、国際

連合非加盟国であっても、安全保障理事会の勧告に基づいて総会が各場合に決

定する条件で国際司法裁判所規程の当事国となることができる（国際連合憲章

第92条２項）。

上のとおり、国際司法裁判所の当事者は、国際連合の加盟国とその他国際連

合の総会により認められた非加盟国で、国に限られる。しかし、勧告的意見に

ついて言えば、裁判所は、国連憲章等に従って関係国際機関が要請するときは、

いかなる法律問題についても勧告的意見を与えることができる（国際連合憲章

第96条、国際司法裁判所規程第65条１項）。したがって、勧告的意見について

は、国家がそれを要請することはできず、国際連合の全ての機関と専門機関が

適格者となる。

３．２．国際司法裁判所における武器対等原則の基本的な理解

国際司法裁判所の当事者の概念を明らかにした上で、武器対等原則について

考える際に、国際司法裁判所規程にそれに関する直接的な定めがない以上、国

際司法裁判所で当事者の平等の概念が実際にどのようにとり扱われているかが

問題となる。この点、「国際司法裁判所規程は、平等の原則を具体化している」

と指摘される(143)。上で述べたとおり、国際連合憲章第93条１項に従って、「す

べての国際連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所規程の当事国となり」、国

際司法裁判所規程第35条１項は、「裁判所は、この規程の当事国である諸国に

開放する」と定める。同様に、国際連合憲章第93条１項の条件に従い、国際

司法裁判所規程第35条２項は、「裁判所をその他の国に開放するための条件は、

現行諸条約の特別の規定を留保して、安全保障理事会が定める」とする。続い

て、国際司法裁判所規程第35条１項は、「但し、この条件は、いかなる場合に

も、当事者を裁判所において不平等な地位におくものであってはならない」と

する。

国際司法裁判所において、武器対等の原則は、国際紛争処理の公平、正義、
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公正に寄与するものと考えられている。たとえば、Cheng教授は、「正義とは

不偏である（Justice is impartial〔…〕）[中略]。実際に、司法手続には、法

廷の公平（impartiality）及び、その帰結として、係争当事者という立場にお

ける当事者間の平等という二つの主要な特徴がある」と述べている(144)。

当事者の平等について、国際司法裁判所は様々な機会に法廷の前における当

事者の平等が守られねばならないことを確認してきた(145)。当事者の平等につ

いて、国際司法裁判所が言及する場合に、以下の特徴が見られる。第一に、こ

うした言及は、国家間紛争の裁定においてよりもむしろ、勧告的意見において

特に見られる点である。つまり、国際司法裁判所の勧告的意見は、その請求主

体、locus standi（原告適格）が制限されていることが背景にある。第二に、当

事者の平等の概念は紛争に利害関係国、第三者の介入がある場合に言及される

ことがあるという点が挙げられる(146)。第三に、裁判所は被告国が出廷しない

事件において、当事者の平等に言及している(147)。以下では、第一点目の locus 

standiの問題と仮保全措置における審問の機会について検討する。

３．３．国際司法裁判所判例に見る武器対等の原則

⑴　勧告的意見制度と武器対等の原則

国際司法裁判所における武器対等の原則は、ILO行政裁判所（ILOAT：the 

Administrative Tribunal of the International Labour Organization）(148)

及び国際連合行政裁判所の判決に関して国際司法裁判所が勧告的意見を求めら

れた場合に、問題となっている。

1956年10月23日、ユネスコ（UNESCO）に対する異議申立に関するILO

行政裁判所の判決事件（Judgments of the Administrative Tribunal of the 

ILO upon Complaints Made against UNESCO）勧告的意見で、国際司法裁

判所はユネスコとその職員との間の当事者対等の問題について言及した。事件

は、冷戦中の赤狩り「マッカーシー旋風」の風潮の中、ユネスコのアメリカ人

職員ピーター・デュバーグが任期満了後も契約更新がなされると思っていたと
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ころ、デュバーグの行為がユネスコ職員に要求される「高度の誠実さ」を欠く

ため契約不更新を言い渡されたことに端を発する。この決定について、デュ

バーグは不服を事務局長に申し立てたところ受け入れられず、事務局長の決定

の取り消しを求める請求をユネスコのAppeals Boardにし、Appeals Board

は事務局長の決定の取り消しを求める見解を発表した。しかし、事務局長はこ

の見解に服し得ないとの意思を表明した。そこで、デュバーグは、ユネスコが

自ら解決できない人事問題であるとして、ILO行政裁判所に事件を付託した。

そして、ILO行政裁判所もデュバーグの異議を認める決定を下したが、これを

不服とする事務局長の意志を受けて、ユネスコの執行委員会が行政裁判所規程

第12条に基づき、行政裁判所の判決の効力を争う旨の決議を採択する。事務局

長の書簡により国際司法裁判所に付託されたのが、本件である。この論点が浮

上した背景には、国際行政裁判所の判決に対する一種の上訴手続として利用さ

れてきた国際司法裁判所の勧告的意見の請求が、（本件の場合）ユネスコの職

員には認められず、ユネスコ執行委員会によってのみしか請求され得ないとい

う事実がある。

こうして、ILO行政裁判所の判決が再審査のために国際司法裁判所に掛かっ

た場合、ユネスコの職員は直接国際司法裁判所に再審査を求めることができな

いばかりか、国際司法裁判所規程第66条によって国際司法裁判所の勧告的意

見において陳述をできるのは国と国際機関に限られている。すなわち、ユネス

コの職員たる個人は国際司法裁判所規程上も国際行政裁判所規程上も原告適格

（locus standi）を認められていない。国際司法裁判所が指摘するとおり、勧告的

意見の手続の文脈に照らせば、この意味での当事者間の不平等は、国際行政

裁判所規程によるものではなく、国際司法裁判所規程による(149)。したがって、

この手続により影響を受ける双方の者が自らの意見と主張を国際司法裁判所に

提起することを、国際司法裁判所は確保せねばならない(150)。

　結局、ユネスコに対する異議申立に関するILO行政裁判所の判決事件にお

いて、国際司法裁判所は「当事者間の平等の原則は優良な司法行政を要請す
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る｣(151)としながらも、「本件の場合、職員は行政裁判所で勝訴しているのだから

職員側から勧告的意見を要請する必要は無かったので、それを請求できなかっ

たとしても平等性を損なうことにはならない」(152)、「職員の供述書はユネスコを

通じて職員のために提出されており、本事件においてこの要件は侵害されてい

ない」と判断した(153)。これに対して、Winiarski判事の個別意見は、国際司法

裁判所は手続に関する二大原則、「他方の側にも聴くべし／他方の側もまた聴

かるべき（audiatur et altera pars）(154)」と「裁判所の前における当事者の平等」

を尊重すべきであると指摘する(155)。本件では、ユネスコ側が手続上の不平等

に対処するため、口頭陳述を差し控える決定をしており、そうした手続がユネ

スコとその他の関係者間で合意されていたとしても、通常なら口頭陳述によっ

て事件が明瞭にされるべきところを、国際司法裁判所が口頭陳述を利用できな

いという事態に陥っていたと評価される(156)。さらに、ユネスコのみが国際行

政裁判所の判決に上訴できる点は変えられない事実であり、ユネスコとその職

員との間の不平等を克服しようとするいかなる試みも国際司法裁判所規程第34

条の定める国家のみが裁判所の当事者となるという規定や、国家と国際組織の

みが勧告的意見の手続に参加できると定める第65条、第66条との矛盾を生じさ

せるだけだ、と結論する(157)。一歩進めて、Córdova判事の反対意見は、現在

の国際司法裁判所規程では（当事者の）平等原則を裁判所が完全に遵守するこ

とはできない、と指摘している(158)。

国際司法裁判所がこの事件で正当化した形式的平等については、波多野教授

が指摘するとおり、果たして職員の主張がユネスコを通じて国際司法裁判所

に提供されたことで手続的平等が確保できたかという疑問が生ずる。つまり、

「デュバーグの主張とその根拠とが、まったくそのままユネスコを通して裁判

所の手に渡るという法的保証はないし、裁判所としても、それを確保する術を

持っていない」との疑念を考慮する必要がある(159)。

似たような状況は国連行政裁判所についても妥当した。すなわち、ILO行政

裁判所規程第12条類似の規定を国連行政裁判所規程も有していた。1955年11
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月８日の国連総会決議957Xによって導入された国連行政裁判所規程の旧第11

条1項は、国連行政裁判所判決審査のために国際司法裁判所の勧告的意見を利

用する制度を設けていた（1995年12月11日の国連総会決議（50/54）により廃

止）。同規定は、国連行政裁判所の判決に不服を申し立てる場合、当該加盟国、

事務総長又は個人は、判決の日から30日以内に、第11条４項によって設置され

る委員会に対し、国際司法裁判所の勧告的意見を要請することができると定め

ていた。第11条４項により設置された委員会は憲章第96条２項に基づいて国際

司法裁判所に勧告的意見を要請する権限を与えられていた。国連行政裁判所規

程第11条に基づいて三件の判決審査請求が出され、そのいずれにおいても、審

査手続における国際機構と職員の地位の相違に起因する手続上の不平等が問題

となった(160)。

ILO行政裁判所の判決の審査のための国際司法裁判所の勧告的意見の手続利

用に見られるような国際司法裁判所規程第66条に起因する手続的不平等（国又

は国際機構のみが書面陳述・口頭陳述を行いうる）に対して、国連行政裁判所

の判決の審査のための国際司法裁判所の勧告的意見の手続利用においては、規

程上及び国連総会決議によって一定の解決策が講じられた。すなわち、旧国連

行政裁判所規程第11条２項は、書面陳述に関し、事務総長において当該職員

の陳述書を裁判所に送達するものとした。こうした職員の陳述書に対して事務

総長はなんらのコントロールも及ぼしてはならない(161)。さらに、口頭手続は、

国連総会決議957Xによって、行われないこととされた(162)。

また、国連行政裁判所の判決再審査に関わる勧告的意見の請求権者について

は、規程旧第11条１項が、加盟国、事務総長または行政裁判所が判決を下した

関係個人（その死亡により同人の権利を相続した者を含む）について行政裁判

所判決再審査請求委員会へ勧告的意見を要請するよう書面で請求することを認

めていたので、ILO行政裁判所のような審査手続請求権に関わる本質的不平等

の問題は生じないとも思える。ILO行政裁判所では、審査手続の請求がILO裁

判所規程第12条１項によりILOの理事会（Governing Body）及び年金基金
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行政委員会（Administrative Board of the Pensions Fund）、国際組織の執

行委員会（the Executive Board of an international organisation）にしか

認められていないので、既述のとおり審査請求の時点での関係個人の地位の低

さが当事者間の不平等として問題となったのである。とはいえ、国連行政裁判

所についても、1982年７月20日に出された国際連合行政裁判所の判決第273号

の審査請求勧告的意見で、行政裁判所判決再審査請求委員会が判決で敗訴した

当事者すなわち国連の一機関であることが改めて認識され、再審査手続では一

方の当事者たる国際連合が他方の当事者たる職員の出した再審査請求について

その政治的機関の意思を通じて決定するという根本的不平等が指摘された(163)。

このように、国家や国際組織という明らかな国際法主体に対置される個人を

当事者とする事件・手続が国際司法裁判所において問題となる場合、平等原則

というデュープロセスの大原則の確保が常に問題となろう。そして、この問題

は、国際司法裁判所の当事者適格が制限されている以上、克服困難な問題であ

るとも考えられる。そもそも国際司法裁判所の当事適格を付与されていない者

と当事者適格を付与されたものとの間の平等を確保することは、規程上想定さ

れていないことであり、実現困難となる。したがって、国連行政裁判所規程の

旧第11条１項の撤廃のように、個人を当事者とする係争事件が国際司法裁判所

の再審査手続に服さないことを保障するなどの現実的な解決策が望まれる。

⑵　仮保全措置と武器対等の原則

仮保全措置は、裁判所規程第41条に定められるとおり、最終判決までのあい

だ、「各当事者のそれぞれの権利を保全する」制度である(164)。ここにいう権利

は本案で争われる紛争の主題をなす権利であり、換言すると、仮保全措置は訴

訟の提起を前提とする。

緊急性を伴う仮保全措置において、すなわちウィーン領事関係条約第36条の

解釈をめぐる死刑の執行停止にまつわる仮保全措置に関し、1998年のBreard

事件での関係国アメリカの主張のひとつに、公平なバランスを維持するために



― 157 ―

国際法における武器対等の原則

両当事者の権利を考慮して仮保全措置が下されねばならない、との主張があっ

た。(165)

この主張は正に国際司法裁判所における訴訟手続と武器対等の原則について

問題を提起するものだと言える。つまり、「武器対等の原則は、付随手続を含

めた訴訟における公平な裁判の権利の主要な部分である。したがって、国際司

法裁判所は仮保全措置手続が武器対等原則に与える影響について留意する必

要がある。果たして、裁判所が原告国の権利を保全しようとすることによっ

て、国際司法裁判所における訴訟の武器対等を担保しているかどうかは、疑わ

しい。すなわち、権利の保全を求めるすべての請求が武器対等を維持しようと

いう要請に適うものではない」(166)。言い換えれば、仮保全措置は性質上、保

全される権利への「修復不能な侵害の危険性」と「緊急性」が必要である(167)。

保全される権利は本案でその侵害の有無が問題とされるけれども、緊急性のゆ

えに下される措置が仮保全措置である。したがって、仮保全措置の制度は、本

案で侵害の実態が審査される前に、侵害の危険性が予断されるという点で一見

当事者間の公平が失われ、原告国に有利な様相を呈するので武器対等の原則の

侵害が被告国から指摘されるのであろう。

こうした国家平等原則と仮保全措置との緊張関係については、武器対等の原

則の侵犯という形では提起されてこなかったにせよ、仮保全措置と本案管轄権

の相関性の問題として長らく議論されている(168)。緊急性の要請の下に存在す

る仮保全措置の制度は、本案管轄権の存在について、以下の二つの極端なベク

トルの狭間で、管轄権の存在の可能性・蓋然性の程度を問題としてきた。緊急

性を重視すると「本案管轄権とは全く切り離された自立的な制度・訴訟手続」

ということになり、国家平等原則を徹底すれば「仮保全措置には本案管轄権の

実在が前提とされる」ことになろう。仮保全措置の緊急性の指標は権利の非

回復性（irreparability）にあると指摘される(169)。La Grand事件やBreard事

件で問題となっている個人の生命権は原状回復不能な権利の最たるものといえ

る。仮保全措置制度の趣旨を考えれば、こうした事件に厳格な武器対等の原則
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を適用し、形式的な国家平等を貫こうとするときには、仮保全制度の形骸化を

もたらすことになろう(170)。

以上の問題は仮保全措置の制度自体が武器対等の原則を侵すものではないか

という問題提起をするのに対して、次の問題は仮保全措置の訴訟手続が武器対

等の原則に反して執り行われた可能性を争点としている。仮保全措置につい

て、特に一方当事者の申し立てにより同措置が発動された場合において、両当

事者に審問の機会が与えられずにその決定が下されると、武器対等の原則の侵

害が問題となる(171)。La Grand事件においては、ドイツの仮保全措置要請に

もかかわらず、裁判所手続規則第75条１項に基づいて、裁判所の職権による

（proprio motu）措置として仮保全措置が発動された。規則第74条３項は当事者

の一方が仮保全措置の要請をした場合には、裁判所が両当事者に審問の機会を

付与することを義務付けているので、Schwebel判事はこの事件の仮保全措置

が事実上ドイツの催促によって裁判所が発動したことを受けて、第74条３項が

適用されてしかるべきであったと解釈し、審問無しで下された仮保全措置決定

が当事者の公平という基本原則を揺るがすのではないかと疑問を呈した(172)。

４．イラン・アメリカ請求権裁判所

４．１．裁判所の概要

1979年２月の親米路線を行くパーレビ国王に対する不満の現われというべ

きイラン革命の後、アメリカに亡命した国王に対する不満の鬱積の矛先は、同

年11月、イラン国内のアメリカ大使館に向けられ、在テヘラン米国大使館事件

が発生した(173)。急進的なイスラム教系学生がイラン・テヘランの米国使館を

占拠し、大使館員らを人質にして、アメリカに対して国王の引渡しを求めた。

この事件を巡って両国の対抗措置の応酬が続き、アメリカはイランからの石油

の輸入停止で対抗し、イランもアメリカの対イラン投資資産国有化などで経済

的対抗措置をとった(174)。アメリカ政府は、1977年に成立した非常時経済権限
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法（IEEPA：International Emergency Economic Powers Act）に基づい

てアメリカにおけるイラン政府をはじめとするイランの公的資金を凍結するこ

とを決定する。

1979年11月29日にアメリカはアメリカ大使館員とその他のアメリカ人の人

質問題について、イラン政府にウィーン外交関係条約、ウィーン領事関係条約、

国家代表等に対する犯罪防止条約などの義務違反の責任を問う訴訟を国際司法

裁判所に提訴した(175)。1979年12月15日に国際司法裁判所は仮保全措置として

人質の即時解放などを命令した(176)。1980年５月24日、国際司法裁判所の本案

判決は、イラン政府に1979年11月４日に生じた人質事件を救済（redress）す

ることを命じ、さらにイラン政府は人質事件により生じた損害について賠償す

る義務を負う、と判断した(177)。

判決以後、イランは利益保護国のアルジェリアに対米交渉の仲介を要請

し(178)、アルジェリア政府は両国に受け容れられる解決案の模索のために仲介

役を果たした。1979年１月19日に、アルジェリア政府はイラン・アメリカ請

求権裁判所（Iran-United States Claims Tribunal）の設置を定めた請求権解

決宣言（Claims Settlement Declaration）と人質の解放及びアメリカのイラ

ンに対する経済的地位の回復などを定めた一般宣言（General Declaration）

とを、アルジェ宣言（Algiers Declarations）として発表した(179)。一般宣言

においては、両国の協力が必要とされている。つまり、イランの経済的地位を

1979年11月14日のアメリカによる資産凍結前の状態にできる限り回復させる

ため、資産の譲渡、資産凍結命令の解除、法的差し押さえの無効、裁判訴訟手

続の終結が必要とされ、人質事件の危機を解決するために、イランとイラン国

営企業に対してアメリカの国民が起こしていた係争中の商業的な請求権を裁定

するための代替の手段を創設することが不可欠となった(180)。こうして、在テ

ヘラン米国大使館人質事件に派生する請求権について第三者による仲裁を進め

るため、設置されたのがイラン・アメリカ請求権裁判所である。

イラン・アメリカ請求権裁判所はアルジェリア政府仲介のアルジェ宣言
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（Algiers Declarations）により1981年に設置され、一般原則についての一般

原則宣言（General Declaration）(181)と請求解決宣言（Claims Settlement 

Declaration: CSD）(182)から成る。CSD第２条１項に書かれるとおり、イラン・

アメリカ請求権裁判所は仲裁裁判所と性格づけられる。1981年７月１日に第

一回の会合がオランダ、ハーグの平和宮（Peace Palace）で行われ、1982年

４月１日にハーグ内の別の場所に移動した(183)。

請求権解決宣言第３条４項により、請求は1982年１月19日までに裁判所

に提出される必要があり、請求の数は確定している(184)。この期限までに計

3816件の請求が提出され、請求額25万ドル以上の高額請求が964件、25万ド

ル未満の低額請求が2782件となっている(185)。1981年９月19日のラゲルグレン

（Lagergren）初代裁判所長の裁判長命令第１号によって、裁判所はひとつの

大法廷と、３人の裁判官（仲裁人）によって構成される３つの裁判部（パネル）

に分けられた(186)。請求権解決宣言第３条１項により、裁判所の構成は、９名、

又はイランとアメリカ双方が裁判の迅速な遂行に必要であると合意する場合

には、それより多い３の倍数の裁判官により構成される(187)。裁判官（仲裁人）

の選定に当たっては、各政府が三分の一の裁判官を任命し、任命された裁判官

が残りの三分の一の裁判官を選定し、その残りの三分の一の中から裁判所長が

任命される仕組みを採っている(188)。先の裁判所長命令第１号は、大法廷で裁

く事件を①請求権解決宣言の解釈・適用に関する請求（Ａ事件）、②役務と物

品の購買及び販売に関して一方の当事国によって他方の当事国に対して提起さ

れる事件（Ｂ事件）、③多数意見が形成されない、又は裁判部間に政策の整合

性を確保するため裁判部が大法廷に移管する事件、の３つのカテゴリーを大法

廷で裁く、としている。

裁判所の管轄権は、CSD第２条１項により、アメリカ国民のイランに対す

る請求及びイラン国民のアメリカに対する請求、ならびに債務、契約、収用

または財産権に影響を与える他の措置から生じるあらゆる反訴(189)、第２条２

項により、物品及びサービスの売買に関するアメリカとイランの契約的合意か
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ら生じたアメリカとイランの他方に対する公的請求、第２条３項により、アル

ジェ宣言の規定の解釈と実施に関するいかなる紛争についても裁定する権限を

有している。この規定と関連して、請求権解決宣言第３条３項は、25万ドル

以上の高額請求は請求人自身がこれを裁判所に提出し、25万ドル未満の低額

請求の場合には国民に変わって政府が請求を裁判所に提出すると規定している

(190)。

2008年３月31日現在、裁判所は裁定と命令によって、Ａ事件20件、Ｂ事件

72件、25万ドル以上の請求960件、25万ドル未満の小額請求2884件、合計3936

件の訴訟手続を完了している(191)。川岸教授は、裁判所の扱った請求件数と裁

定された訴訟の争点の複雑さなどから「このような仲裁裁判は、現在までで最

も大規模で、かつ最も重要な国際仲裁裁判である」と評価する(192)。

４．２．手続規則

CSD第３条２項により、仲裁裁判に関するイラン・アメリカ請求権裁判所

の手続規則には、1976年４月28日に国際連合国際商取引法委員会によって採

択されたUNCITRAL仲裁規則（Arbitration Rules of the United Nations 

Commission on International Trade Law （UNCITRAL））が適用される(193)。

そもそも、UNCITRAL仲裁規則は国際商事関係における個々の仲裁事件につ

いて適用されることを想定して起草されているので、イラン・アメリカ請求権

裁判所のような性質の裁判所を想定していなかった(194)。

イラン・アメリカ請求権裁判所の特徴に対応するため、実行の蓄積に応じて、

UNCITRALの規則にも変更が加えられた(195)。しかし、手続規則の二大準則

ともいうべき「柔軟性と公平（equality）」に関する第15条１項の規則は変更

されていない(196)。第15条は以下のとおり規定する(197)。

「第15条（一般規定）１仲裁廷は、この規定に反しない限り、適当と判断する方法

で仲裁を行うことができる。ただし、両当事者を公平に扱うこと。及び、仲裁手続
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きのいかなる段階においても各当事者に主張を述べる十分な機会を与えることが必

要である。

２仲裁手続きのいかなる段階においても、いずれかの当事者からの申立がある場

合には、仲裁廷は、証人（鑑定人を含む。）による証言、又は口頭弁論のための審問

手続を行わなければならない。このような申立のない場合には、仲裁廷は、審問手

続を行うか、又は書証その他の物証のみに基づいて仲裁手続を進めるかを決定しな

ければならない。

３一方の当事者が仲裁廷に提出する文書又は情報はすべて、同時に、当該当事者

が他方の当事者に伝達しなければならない。」

この第15条の起草過程（travaux préparatoires）の研究から、UNCITRAL規

則が仲裁人の裁量を公平の要請によって制限していることがわかる(198)。また、

起草過程から、この公平の概念は、「完全な公平（absolute equality）」を意

味するものでないことも明らかである。すなわち、UNCITRALの草稿は当事

者が完全な公平により取り扱われなければならない、と定めていた(199)。しか

し、当事者たちは公平だけではなく公正に取り扱われなければならないという

起草者たちの配慮から、「完全な公平」という用語は草稿から取り除かれた(200)。

不公正な条件の下、公平さが確保されることは可能であり、当事者にとって公

平であることは必ずしも当事者にとって公正であるとは限らない、と考えられ

たのである(201)。

イラン・アメリカ請求権裁判所の判例において、当事者間の平等の概念は、

文書の提出期限(202)、期限後に提出された文書の許容性に関係して(203)、裁判

所により言及されている(204)。要約すると、正義の基本原則である公平・平等

（equality）の原則は、両当事者が等しく書面を提出する機会を与えられ、互

いの主張に対して応じる機会を与えられる、ということを要請する(205)。期限

後に提出された文書の許容性については、「他の当事者への害悪（prejudice）、

当事者の平等な取り扱い、遅延による仲裁手続の乱れ及び遅延の理由」が特に
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重要な考慮すべき事項として挙げられている(206)。

「武器対等（equality of arms）」という用語は、期限後に提出された文

書の許容性に関連して、Vivian Mai Tavakoli Jamshid David Tavakoli, 

Keyvan Anthony Tavakoli v. The Government of the Islamic Republic 

of Iran（1997年）の裁定で言及されている。その裁定において、第三裁判部

は、「裁判所の規則の下、裁判所は当事者から期限後に提出された不正な申立

て（unauthorised submissions）の許容性について裁量を持つ。裁判所規則

の第15条1項及び第22条を見よ。しかしながら、秩序立った訴訟遂行のため、

及び『武器対等』を維持するために、裁判所は一般的にその裁量の履行につい

て制限的なアプローチを採用している」と述べ、期限後に提出された申立てを

法廷記録文書としては除外すると判断した(207)。

結局、公平・平等の概念はUNCITRAL仲裁規則も明確に定義していないし、

判例上もその概念について、それほどの争いが見られない。UNCITRAL仲裁

規則第15条１項を手本に作られたUNCITRAL模範法第18条も同様に何の指針

も与えない。UNCITRAL模範法が平等・公平の概念を詳細に定義しなかった

理由は、既にその用語があらゆる法体系でよく理解されており、国際仲裁では

あらゆる状況で公平を保障するため柔軟で幅広いアプローチが求められるの

に、詳細な定義を置けばそれを制限してしまうことになると考えられたからの

ようである(208)。そもそも、国際仲裁とはそれ自体非常に柔
フレキシブル

軟な訴
プ ロ セ ス

訟手続と形

容され、その手続はいつでも需要にあわせて対応させられる、と考えられて

いる(209)。こうした仲裁裁判手続の柔軟性の要請及び訴訟の民事・商事的性質

が、公平の概念について判例法を築き上げることなくその解釈において事件毎

（ケースバイケース）のアプローチをイラン・アメリカ請求権裁判所がとって

きた結果につながっているのであろう。仲裁という裁判の性質上避けられない

かもしれないけれども、柔軟性や訴訟の迅速化の要請は裁定間の内容の不統一

にもつながろう(210)。
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５．終わりに代えて――国際刑事法、国際司法裁判所、イラン・アメリカ 
 請求権裁判所、三つの法枠組みにおける武器対等の原則とは――

国際公法における、特に国際司法裁判所における武器対等の原則は日本の国

際法研究において殆ど注目を集めてこなかったと言えよう。この背景には、伝

統的国際法及び現代国際法になお根強く残る国家主権平等の原則があると思わ

れる。つまり、国家間が平等・対等な立場であるという前提の存在する以上、

また伝統的な国際法人格が国家である以上、伝統的国際法において国際裁判に

おける武器対等の原則は観念される必要さえなかったのかもしれない。しか

し、近年の自然人・個人を訴追対象とする国際刑事法の目覚しい発展により、

国際法の一分野である国際刑事法において武器対等の原則は注目を集めてい

る。また、国際司法裁判所においても、同裁判所が個人の権利・義務に関わる

事件を扱うことは稀ではなくなっており、その意味で国家と対置される個人の

武器対等、また緊急を要する個人の権利保護に関わる仮保全措置手続において

も武器対等が問題となっている。そして、公正な裁判の保障は、国際仲裁分野

でも法の一般原則として重要視されており、イラン・アメリカ請求権裁判所も

武器対等の原則に言及しながら判断を下していることがわかった。では、それ

ぞれの裁判所の特徴は、武器対等の原則の解釈に影響を及ぼしているといえる

のだろうか。

国際刑事法における武器対等の原則は、第一に、国際人権法上の公平な裁判

を受ける権利、すなわち被告人の権利内に保障される原則として認識されてい

る。ただし、それは国際刑事法廷の判例上、被疑者・被告人に限定して適用さ

れる権利、訴追者に対抗する権利として認識されているとは言い切れないよう

である。これは、国際刑事法上の武器対等の原則が形式的平等・対等を追及す

るものと理解され、手段・資源の対等という実質的平等と理解されてはいない

ことと呼応しているだろう。第二に、国際刑事法廷はその法執行において国家

協力に依存するという建前によって、武器対等の原則は国内で解釈されるより
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もリベラルな解釈を要請するという認識が定着している。また、国際刑事裁判

所は武器対等の原則の寛大な解釈を要請している。

不思議なことに、国際刑事法廷も国際刑事裁判所も、たとえば検察官が国家

ではなく国際社会を代表しているというように、武器対等の原則の意義の国内

刑事司法との違いを強調しても、武器対等の原則が刑事訴訟の文脈においてど

う解釈されるべきかをそれほど強調はしないように見受けられる。だが、民事

訴訟と刑事訴訟の相違は武器対等の原則を解釈する上で重要な意味を持つ。

武器平等原則を民事訴訟と刑事訴訟という区別から考察すると、私人間の争

いを裁定する民事訴訟においては、「武器対等」は絶対的である（absolute）

必要はないと考えられている(211)。つまり、ヨーロッパ人権裁判所の判例上、

裕福な相手方に対して他方の貧しい訴訟当事者を同等にするために国家が法的

援助を施す義務はないと明らかにされている(212)。逆に、刑事訴訟では国家が

一定程度の法的援助をしてまでも貧しい被疑者・被告人に武器対等の原則を享

受させることが期待される。こうした背景には、以下の民事訴訟と刑事訴訟の

性質の違いがある。民事訴訟では反訴が可能であるが、刑事訴訟ではそうした

被告側と原告側の役割の交換は不可能である。そればかりか、刑事訴訟では訴

訟に敗れた被告人だけが自由を奪われ、時には非常に重い刑に服する(213)。検

察官は訴訟に負けても実刑を受けることがないのである(214)。

国際刑事裁判所のSong判事は武器対等の原則を「当事者に平等な機会を与

え、本人又は弁護人を通じて、裁判所において、自らの状況を合理的に申し述

べる機会を与えること」と明瞭に定義付けている(215)。ただし、この定義には、

質的平等が含まれていない。今後、公平な裁判の実現に際し、被疑者・被告人

の立場を検察官と対等にしていくため、形式的平等のみならず実質的、手段と

資源の平等を含めた武器対等が想定されていくことが望ましい。

国際司法裁判所では、形式的平等さえも緩やかに解釈されてきたように思わ

れる。こうした形式的平等の緩和は緊急性を制度上の特質とする仮保全措置に

おいては甘受すべきとも考えられる。しかし、勧告的意見制度において形式的
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平等を揺るがすことは何を根拠に許されようか。勧告的意見の請求によるILO

行政裁判所の判決の再審査について、国際司法裁判所は、その規程中、元々存

在する職員と事務総長との間の手続的不平等が、現実的平等を確保する適当な

手続を採用することによって是正されうると判断している(216)。不平等を克服

する試みによる形式的平等の確保は、純粋な形式的平等とは同視しがたい。

実質的平等と対置される形式的平等や対等は、国際司法裁判所、国際仲裁、

国際刑事法廷・裁判所いずれにおいても公平な裁判を受ける権利の下、保障さ

れるべき原理として確認される。形式的平等・対等においては、武器対等の原

則は両当事者間の公平を図る原則として理解される。国際司法裁判所や国際仲

裁の場では、形式的、手続的、機会の平等保障がなされていれば、武器対等の

原則が十分機能していると理解されよう。国際司法裁判所にとっては、機会の

平等を両当事者に与えることが要請されるのであり、その機会を最大限に生か

せるかどうかまでを保障する義務は無い、と考えられている。他方で、手段と

資源の平等、実質的平等・対等の保障は依然国際的訴訟手続で認知されるに

至っていない。

国際刑事法における実質的武器対等を考える場合には、形式的武器対等と異

なり、必ずしも両当事者が平等に主張すべき原則とは考えられず、圧倒的に不

利な当事者に有利に働く原則、特に弁護人側が検察側に対抗するために援用す

べき原則と理解すべきだろう。実質的対等の保障は国際刑事訴訟手続におい

て、司法の問題のみならず、今後の国際社会の課題とされざるを得ないだろう。

平等・対等は「現状維持（status quo）と変化の過程の間の調停者であり、共通

善や公の関心の基準としての役割を押し付けられる」(217)と言われる。したがっ

て、国際社会の成熟度によっては、国際司法手続で達成されるべき武器対等の

原則の内容も変化を遂げていくと期待される。国際刑事訴訟手続の信憑性を高

めるためにも、公平な裁判の一要素としての武器対等の内容を充実させていく

ことは国際刑事法廷、とりわけ常設の国際刑事裁判所にとって急務である。完

全な資源の平等を目指すことは難しく、一見して実質的平等・資源の平等は武
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器対等の原則には含まれないと考えるけれども、それでもなお資源の平等が公

平な裁判につながると考えられるのが国際刑事法上の武器対等の原則である。

この数学的に計り知れない平等、武器対等の原則を指して非常にデリケートな

問題であるとも言われる(218)。真実追及の場、公正な裁判として、武器対等の

原則で何を保障していくべきか、慎重且つ前向きな考慮が必要となる。

国家間の対審構造を採用する国際司法裁判所の訴訟の性質は、コモンローの

法律家の呼ぶところの民事訴訟の性質を帯び、刑事訴訟のように国家や個人を

有罪と判断することや刑罰を下すことはできない(219)。また、国際司法裁判所

の前身の常設国際司法裁判所規程の起草当時から国際司法裁判における紛争の

当事者は国家のみと想定されていたこともあり(220)、現在でも国際司法裁判所

の主要な当事者は国家に違いない。しかし、国際司法裁判所において、国際人

権法の推進に関わる問題が国家間紛争を通じて取り扱われることも少なくな

い。そればかりか、LaGrand、Breard、Avena事件のように、ウィーン領事

関係条約の規定を通じて、国内の刑事事件に掛かる個人の権利について今日国

際司法裁判所が取り扱う事例も見られる。また、近時のジェノサイド条約適用

事件本案判決(221)に見るように、国際司法裁判所における国際人権法、国際人

道法の履行確保の動きは、伝統的な国家間紛争の枠を越え、個人の刑事責任と

いう側面を孕み、国際司法裁判所の扱う事件が個人の国際法上の権利のみなら

ず個人の国際法上の責任に関する論点を包摂している事例も出ている。このよ

うな新しい動きは、個人を国際司法裁判所において当事者とは言わないまでも

関係者の立場に置くものであり、国際司法裁判所の当事者概念、ひいては国際

司法裁判所の役割自体が変容していく可能性を示唆するものであろう。そのよ

うな変容の過程においては、本来、国際司法裁判所は国家間紛争を解決する場

として設立されており、個人の国際法上の刑事責任や国内司法制度における個

人の人権保障の問題への国際司法裁判所の関与の程度や方法に関して、人権保

障機関や人権裁判所と比較して限界があることに注意せねばなるまい。ジェノ

サイド事件では国際司法裁判所が国家によるジェノサイドの事実認定につい
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て、国家の上級職員の内面を評価したけれども、結局国際司法裁判所は当該職

員を訴訟に参加させることなく、また弁護・弁明の機会を与えることなく判決

を下したので、判決の正確さや訴訟手続の公平性に疑問の余地を残すことに

なってしまったと指摘されている(222)。従来、国際司法裁判所の当事者として

想定されていなかった個人と、伝統的な国際法主体である国家との間の国際司

法裁判所の紛争における手続的平等が重要な課題となる日も近いかもしれな

い。

国際仲裁、イラン・アメリカ請求権裁判所における武器対等の原則は、当

事者が自主的な合意に基づいて設置した裁判という仲裁制度の背景を反映し、

事例毎に平等の概念をその事件の争点に合わせて解釈しているよう評価され

る。国際仲裁裁判では、形式的平等、機会の平等の問題に関して、平等の原則

が問題となり、その都度柔軟な解釈が示されている。2003年８月１日に日本

で公布された仲裁法の第25条も、（イラン・アメリカ請求権裁判所の適用法で

あるUNCITRAL仲裁規則第15条１項を基に作られた）UNCITRAL模範法第

18条にならって作られており、この当事者の平等待遇に関わる規定は旧法に

はなかった手続保障の原則を確認している(223)。日本も他国が仲裁法について

UNCITRAL模範法を採用する趨勢に従ったのである。

以上、国際刑事法上の武器対等の原則の刑事訴訟に適用されるが故の性質及

び意義、国際司法裁判所における武器対等、国際仲裁における武器対等を踏ま

えた上で、果たして国際法上の、国際裁判手続一般に関わる武器対等原則とは

いかなるものであろうか。武器対等の原則は当事者主義に由来する原則であ

り、各裁判所の当事者の違いに応じて、武器対等の概念の理解、性質も大きく

異なることがわかった。他方で、国際司法裁判所、イラン・アメリカ請求権裁

判所、国際刑事法廷、国際刑事裁判所のいずれも、平等・対等（equality）の

概念が公平な裁判の保障の重要な原則であることを認めていることは明らかで

ある。そして、平等を包摂する「公平（fairness）」の概念自体が他の重要原

則を吸収してしまうような不明瞭な概念であることは確かであろう。さらに、
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平等・対等（equality）の概念も公平の概念同様に曖昧である。対等（平等：

equality）について、Kooijmans国際司法裁判所判事は以下のように述べて

いる「法的対等（平等）それ自体（per se）は存在せず、意味の無い表現に過

ぎない。有形の具体化された対等は証明可能であろう（Equality in shape or 

colour can be established）。これは法的対等には妥当しない」(224)。したがっ

て、具体的な武器対等の概念及び内容は国際社会の発展とともに可変的なもの

となろう。その内容が実質的平等、国際刑事司法においては一歩進めて手段や

資源の平等をも確保するものとなるように国際社会の意識が進歩・成熟してい

くことを期待する。
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